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   船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年８月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年４月２５日 １０時５６分ごろ 

発生場所 山口県上関町千葉
せ ん ば

埼南西方沖 

 舵
かじ

掛
かけ

岩灯標から真方位２８１°３２０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５０.０′ 東経１３２°０８.７′） 

事故の概要  漁船幸福
こうふく

丸は、東北東進中、また、プレジャーボート住
すみ

徳
とく

丸は、漂

泊中、両船が衝突した。 

住徳丸は、船長が負傷し、右舷船尾部外板の破口等を生じ、また、

幸福丸は、右舷船首部外板に亀裂を伴う擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和元年５月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 幸福丸、４.３トン 

   ＹＧ３－５３４４４（漁船登録番号）、個人所有 

１１.８０ｍ（Lr）×２.８１ｍ×０.９６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１９５kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６

３年９月２３日 

Ｂ プレジャーボート 住徳丸、５トン未満 

   ２６０－４０４６６山口、個人所有 

７.８７ｍ（Lr）×１.９５ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、９４.１５kＷ、平成１１年１２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年８月７日 

免許証交付日 平成２９年３月１０日 

           （令和４年７月２３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６６歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６１年１０月２３日 

免許証交付日 平成２６年１０月３０日 

           （令和２年４月１１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に亀裂を伴う擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に破口、主機等に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風速 約２.７m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、山口県光市南方沖の漁場でごち

網漁を行った後、帰港の目的で、平成３１年４月２５日１０時００分

ごろ、同県柳井市阿
あ

月
つき

漁港に向けて同漁場を出発した。 

船長Ａは、４海里レンジに設定したレーダー及びＧＰＳプロッター

を作動させ、操縦区画で立って操船に当たり、上関海峡に差し掛かっ

た頃、傍に立て掛けていたたも
．．

網（魚をすくう網）の網が解
ほつ

れている

ことに気が付いた。 

Ａ船は、船長Ａが、前路に他船を見掛けなかったので、たも
．．

網を繕

うこととし、船首を千葉埼と舵掛岩灯標の間に向け、約１０～１０.

５ノットの対地速力とし、自動操舵により東北東進した。 

船長Ａは、立った姿勢で目線を下方に向け、たも
．．

網の修繕作業を行

っていたところ、船首部に衝撃を感じて直ちに主機を後進とし、右舷

後方を振り向いて転覆するＢ船を視認し、Ｂ船に衝突したことを知っ

た。 

船長Ａは、Ａ船をＢ船に寄せた後、Ｂ船のハンドレールにロープを

取り、Ｂ船の船底に這
は

い上がっていた船長ＢをＡ船に移乗させ、すぐ

に海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、０８時２０分ごろから千葉埼南

西方沖の釣り場で釣りをしながら漂泊していた。 

船長Ｂは、陸岸から近い場所であったので、Ｂ船に接近して来る船

舶はいないと思い、主機を中立運転とし、船首を南南東方に向け、後

部甲板右舷側の舷縁に腰を掛け、上半身を右斜めに向けて半身
は ん み

の姿勢

で釣り竿
ざお

を右舷方に出した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、釣りに夢中になっていたところ、右舷方約１５

ｍに接近したＡ船に気付いて衝突の危険を感じ、左舷側に移動して海

中に飛び込んだ直後、１０時５６分ごろＢ船の右舷船尾部にＡ船の右

舷船首部が衝突した。 

船長Ｂは、Ｂ船が左舷側に転覆して覆いかぶさり、Ｂ船の船体で、

両肩口及び両肘を打った。 

船長Ｂは、着用していた救命胴衣を脱いでＢ船から脱出し、Ｂ船の

船底に這い上がった後、Ａ船に救助された。 

Ｂ船は、その後、ロープを取っていたハンドレールが船体から外れ

て沈没した。 

船長Ｂは、来援した巡視艇により上関町平生
ひ ら お

港に運ばれた後、救急

車で柳井市内の病院に搬送され、両肘関節打撲と診断された。 
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（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、漁船の船長としての経験が約５０年あり、週に約４～５

日漁に出ていたが、これまで千葉埼南西方沖の陸岸近くで釣りをしな

がら漂泊している船舶を見掛けた覚えがなかった。 

船長Ａは、魚の鮮度が落ちないうちに、帰港後、すぐにたも
．．

網を使

って魚を水槽に移し替る必要があったので、帰港するまでにたも
．．

網の

修繕を終わらせようと思い、早めに作業に取り掛かろうとして、いつ

もより早めに変針し、千葉埼南西方沖の陸岸に近づく針路で航行し

た。 

船長Ｂは、これまでに何度となく千葉埼南西方沖の陸岸に近い場所

で釣りを行ったことがあり、そのときに陸岸から１００ｍ以上離して

航行するＡ船及び他の小型船舶を見掛けたことがあったが、陸岸に近

い場所を航行する船舶に遭遇したことがなかった。 

船長Ｂは、笛をキャビンの壁に掛けていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、千葉埼南西方沖において、自動操舵で東北東進中、船長Ａ

が、前路に他船はいないと思い、立った姿勢で下方に目線を向け、た
．

も
．
網の修繕作業を行いながら航行したことから、前路で漂泊中のＢ船

に向かう針路となっていることに気付かず、Ｂ船に衝突したものと考

えられる。 

船長Ａは、帰港後、すぐにたも
．．

網を使って魚を水槽に移し替える必

要があったので、帰港するまでにたも
．．

網の修繕を終わらせようと思

い、早めに作業に取り掛かろうとしたことから、いつもより早めに変

針し、千葉埼南西方沖の陸岸に近づく針路で航行したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、千葉埼南西方沖において、船首を南南東方に向けて釣りを

しながら漂泊中、船長Ｂが、陸岸から近い場所なので接近して来る船

舶はいないと思い、釣りに夢中になっていたことから、接近するＡ船

に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、千葉埼南西方沖において、Ａ船が東北東進中、Ｂ船が漂

泊中、船長Ａが、前路に他船はいないと思い、立った姿勢で下方に目

線を向け、たも
．．

網の修繕作業を行いながら航行し、また、船長Ｂが、

接近して来る船舶はいないと思い、釣りに夢中になっていたため、両

船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、操船に専念し、常時適切な見張りを行うこと。 
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 ・見張りの妨げとなる作業を行う場合、帰港後に行うか、安全な場

所で停船して行うこと。 

・陸岸に近い場所で釣りをしながら漂泊する場合においても、適切

な見張りを行って接近する他船の早期発見に努め、接近する他船

を認めたときには注意喚起信号を行ったり、余裕のある時機に移

動して衝突を避けるための措置をとること。 

 

 



 

 

付図１ 事故発生経過概略図 
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舵掛岩灯標 
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Ａ船 

予定針路 

山  口  県 

上  関  町 

 

山口県 

柳井市 

上関町 

光市 

室津港 

事故発生場所 

（平成３１年４月２５日 

 １０時５６分ごろ発生） 

Ｂ船（漂泊中） 


